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県の動物愛護管理業務の課題と今後の取組案 

課題 要因 今後の取組み                    ■：現在実施している取組，□：新たな取組 

動物愛護と適正飼養の
考え方が県民に十分浸
透していない 

○動物愛護と適正飼養に関する教
育の機会が不足している 

動
物
愛
護
教
育
の
強
化 

■どうぶつ愛護のつどいの充実 ・管内市町を巡回し，開催地の市町と共催で実施 
■動物愛護教室の充実 ・年齢に応じた動物愛護教育の実施（現在は訪問して実施） 

 ～小学校低学年：ふれあい中心の教育 
 小学校中学年～：命の教育 

□ボランティアとの連携強化 ・イベント，動物愛護教育の実施にあたり，ボランティアと
の連携を強化する。 

■適正飼養指導の実施 ※ ・苦情（鳴き声，放し飼い）等に基づき，現地指導を実施 
※多くの飼主に適正飼養指導が実施できるよう，飼主が動
物を連れて遊びに訪れることができる施設への転換 

■飼育講習会の開催 ・譲受希望者を対象に，飼育講習会を実施 
 （動物愛護センターから譲渡を受ける者以外についても受

講可能） 
■しつけ方教室の開催 ・動物愛護センターにおける定期的な開催 

・イベント等における開催 
□幅広い動物愛護教育の実施 ・広く県民に対して動物愛護教育を実施できるよう，多くの

県民が訪れる，明るくて楽しい雰囲気の施設への転換 

犬猫の収容頭数が多い 
（大部分が野良犬猫） 

○次の理由などにより，各地で野良
犬猫が繁殖し，多数産み出されてい
る 
・飼犬猫が適正に飼育されていない 
 （遺棄，不妊去勢をせず外飼いや

放し飼い） 
・野良犬猫に無責任に餌を与える者

がいる 

収
容
頭
数
の
削
減
対
策 

野
良
犬
猫
対
策 

■動物愛護センターによる野良犬の捕獲  ・狂犬病予防法に基づいて実施 
・市町及び住民からの犬の生息情報及び苦情に基づき，計画
的に実施 

■市町・地域住民との協働による野良犬対策 ・野良犬の生息場所に保護機を設置 
※地域の協力が必要（保護機の管理，エサをやらない等） 

■地域猫活動推進 ・ガイドライン（H27.11策定）に基づく地域猫活動について，
地域猫不妊手術を無料で実施（200頭） 

■市町への補助金交付 ・野良犬猫対策への補助を実施（200千円×20市町） 
□マイクロチップ装着の推進 ・普及促進の実施について検討 
□不妊去勢手術の促進強化 ・普及促進の実施について検討 
□無責任なエサやり対策の推進 ・無責任ではないエサやりに変えていくような啓発の実施 
■全ての引取に相談対応 ・所有者の判明しない犬猫の引取依頼に対する窓口指導 

・野良犬猫の生息状況や，エサやりの状況等を把握し，対策
を検討 

○飼犬猫の適正飼養，終生飼養が徹
底されていない 

飼
犬
猫 

対
策 

■引取手数料の徴収 
（生後 91日未満 400円，生後 91日以上 2,000円） 

・所有者からの引取相談に対する窓口指導 
（真にやむを得ない場合のみ引取り） 

■引取拒否規定の適正な運用 
□多頭飼育者の届出制度の導入 ・届出制度導入の是非について検討 

譲渡される犬猫が少な
い 
（殺処分対象の犬猫を
引き渡している団体へ
の引き渡しを除く） 

○動物愛護センターにおける収容
犬猫の十分な管理（健康管理等）が
できていない 
○団体譲渡登録をしている団体が
活動しやすい状況になっていない 
○譲渡希望者が愛護センターに来
所しにくい状況がある 

返
還
譲
渡
促
進 

□収容した犬猫の健康管理・感染症予防の強化 ・感染症対策を含めた適切な健康管理の実施 
■個人への譲渡 ・管内外を問わず，収容犬猫の譲渡を実施 
□譲渡犬猫の不妊去勢手術実施 ・実施方法について検討 
□譲渡動物の効果的な展示 ・多くの県民が見学に訪れ，１頭でも多くの譲渡が行われる

よう，効果的な展示ができる施設を検討 
■団体への譲渡 ・管内外を問わず，登録団体への収容犬猫の譲渡を実施 

 ※登録団体：24団体（H29.3.31現在） 
□登録団体等の範囲拡大 ・団体登録可能な施設（ペットショップ等）を抽出し，協力

を依頼 
■収容動物の具体的情報のＨＰへの掲載 ・譲渡犬猫，迷い犬猫の写真掲載 
□団体等の活動周知協力 ・団体等が行う譲渡会情報の HPへの掲載 

※動物の愛護及び管理に関する法律に基づく，動物取扱業及び特定動物飼養施設に係る監視指導を含む。 
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今後の具体的取組方針案 
今後の取組み  

 ■：現在実施している取組，□：新たな取組 
現状（県動物愛護センター） 対応方針案 

動
物
愛
護
教
育
の
強
化 

■どうぶつ愛護のつどいの充実 ・動愛法第 4条に規定されている「動物愛護週間」に行う行事 
・動物愛護センター（業務）を県内全域に認知してもらうため，

開設当初から管内市町を巡回し，開催地市町と共催で実施（年
1回） 
※既に管内の全市町で実施し，動物愛護センターの行事とし
て県民に一定程度認知されている。 

・より多くの県民が参加したくなる行事内容・開催場所
の検討 

■動物愛護教室の充実 ・動物愛護センター開設当初から「ふれあい動物愛護教室（小
学校低学年以下対象）」を出張方式で実施してきており，開
設当初から人気があり現在も申込が殺到する状況である 

・平成 22年度から「命を考える動物愛護教室（小学校中学年以
上対象）」を出張方式で実施している。「ふれあい動物愛護
教室」と比較すると申込は少ないが，啓発効果は高いと考え
られる 

・H28実績 
 ふれあい動物愛護教室 59回（3,224人） 

※主に希望施設を訪問して実施している。 
※需要が多く，全ての依頼には対応できていない。 

命を考える動物愛護教室 15回（852人） 

・ふれあい動物愛護教室 
来所型のふれあい動物教室の拡充を検討するととも

に，「動物愛護」「適正飼養」の啓発効果を上げるた
め，対象年齢や内容を見直すことを検討 

・命を考える動物愛護教室（啓発効果が高い） 
  積極的に参加募集しながら，継続して実施 

□ボランティアとの連携強化 ・どうぶつ愛護のつどい等，イベントでの連携 ・連携して行う業務の拡充について検討 
■適正飼養指導の実施 ・苦情等に基づき，現地指導を実施（鳴き声，放し飼い苦情等） ＜継続＞ 
■飼育講習会の開催 ・動物愛護センターで譲渡を受ける者を対象に，「動物愛護」

と「適正飼養」の教育を実施 
・動物愛護センターで譲渡を受ける者ではなくても受講可能と
しているが，実際の申込は少ない 

・H28実績 157回（693人） 

・誰でも受講可能であることを積極的に広報 

■しつけ方教室の開催 ・動物愛護センターにおいて定期的に開催するとともに，どう
ぶつ愛護のつどい等のイベント開催時にも実施している。 

・しつけ方の基本を教育しており，しつけ不足による飼育放棄
の防止だけではなく，「動物愛護」と「適正飼養」の教育が
できる機会となっている 

・H28実績   12回（ 88人） 

＜継続＞ 

□幅広い動物愛護教育の実施 ・「人と動物との調和のとれた共生社会」を実現するため，動
物が好きな者だけではなく，嫌いな者，興味のない者に向け
て「動物愛護精神」を啓発していく必要があることから，著
名人を招いた動物愛護イベントの開催，ツイッター・フェイ
スブックの活用，アストロビジョン（マツダスタジアム）の
活用等に取組んでいる 

・動物愛護教育の機会を増やすため，来所者の増加を図
る。 

 

  



 

 

 
- 3

 - 

 

 
今後の取組み  

 ■：現在実施している取組，□：新たな取組 
現状（県動物愛護センター） 対応方針案 

収
容
頭
数
の
削
減
対
策 

野
良
犬
猫
対
策 

■動物愛護センターによる野良犬の捕獲  ・狂犬病予防法に基づいて実施 
・市町及び住民からの犬の生息情報及び苦情に基づき，計画的
に実施 

・針金，吹矢，麻酔銃を状況により使い分けているが，「交通
量の多いところでは作業できない」，「近くの山に逃げる」
等捕獲には限界がある。捕獲が困難な時は地域住民に保護機
の設置を勧めている。 

・H28保護頭数 122頭 

＜継続＞ 

■市町・地域住民との協働による野良犬対策 ・野良犬の生息場所に保護機を設置 
※地域の協力が必要（保護機の管理，エサをやらない等） 
※地域住民への教育効果も期待できる 

＜継続＞ 

■地域猫活動推進 ・法の付帯決議や指針で国も推奨している。 
・ガイドラインに基づく地域猫活動について，地域猫の不妊去
勢手術を無料で実施している 

・H28実績 
ガイドラインに基づく地域猫活動の承認（H28実績 16箇所） 
承認地区の地域猫不妊手術を無料で実施（H28実績 100頭） 

＜継続＞ 

■市町への補助金交付 ・「野良対策の普及啓発（広報誌への掲載等）」等の野良犬・
野良猫対策に取り組む市町へ補助金を交付（上限 200 千円×
20市町） 

・H28実績 1,775,928円（11市町） 

＜継続＞ 
・補助金の有効活用について，市町に広報 

□マイクロチップ装着の推進 ・講習会での説明，啓発資料の配布等 ・販売される犬猫へのマイクロチップ装着の義務化に係
る環境省での検討の動向を参考にしながら，普及啓発
の方法について検討 

□不妊去勢手術の促進強化 ・講習会での説明，啓発資料の配布等 ・効果的な促進方法について検討 
□無責任なエサやり対策の推進 ・苦情等に基づく個別指導 

 ※無責任に餌だけを与えるのではなく，管理をする，地域住
民の理解を得るなど 

・個別指導内容の集積及び，効果的な対策について検討 

■全ての引取に相談対応 ・定時定点引取を廃止（H26.3 月末）して，動物愛護センター
職員が全ての引取に相談対応できる体制に転換して，所有者
の判明しない犬猫の引取依頼に対応 

 ※時間と労力を要するが引取希望者と直接話をするため，引
取数削減や動物愛護教育の効果は高い 

・野良犬の棲家や無責任にエサを与える者等の情報を収集し，
野良犬・野良猫対策に役立てている 
※相談者がエサをやっている場合もある 

＜継続＞ 

飼
犬
猫 

対
策 

■引取手数料の徴収 ・生後 91日未満 400円，生後 91日以上 2,000円（H23～） ＜継続＞ 
■引取拒否規定の適正な運用 ・所有者からの引取相談に対する窓口指導 

・H28引取拒否説諭 56件 
＜継続＞※真にやむを得ない場合のみの引取りを徹底。 

□多頭飼育者の届出制度の導入  ・多頭飼育による問題の発生状況等を基に，規制の要否
を検討する。 
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今後の取組み  

 ■：現在実施している取組，□：新たな取組 
現状（県動物愛護センター） 対応方針案 

返
還
譲
渡
促
進 

□収容した犬猫の健康管理・感染症予防の強化 

・現在は，ワクチン接種，駆虫薬投与，検便等ソフト面での対
応に重点的に取り組んでいる 

・個別収容施設がないため，必要な場合は職員の手作業で群管
理の犬舎を応急的に区画して収容している 

・飼養施設の薬剤及び熱湯消毒 等 

・健康管理，感染症の予防及び発生時の拡大防止対策の
強化 

 ※返還譲渡促進だけではなく，動物愛護の観点からも
強化が必要 

■個人への譲渡 

・管内外を問わず，収容犬猫の譲渡を実施 
・H18からは成犬・成猫，H26からは管外希望者への譲渡を実施

している。 
・H28実績 
  犬 155頭，猫 98頭 

＜継続＞ 

 □譲渡犬猫の不妊去勢手術実施  ・実施方法（対象を含む）について検討 

 □譲渡動物の効果的な展示 
 ・多くの県民が見学に訪れ，１頭でも多くの譲渡が行わ

れるよう，効果的な展示方法を検討 

■団体への譲渡 

・登録団体への収容犬猫の譲渡を実施（H21） 
※H28.4 月から殺処分対象の犬，H28.8 月から猫を全頭引渡
している。 

・H28実績 
  犬 1,282頭，猫 551頭（登録 24団体） 

＜継続＞ 

 □登録団体等の範囲拡大 
・範囲は限定していないが，動物愛護団体等が登録 ・動物関連業種（ペットショップ等）の団体登録が進む

よう，制度の周知を徹底 

 ■収容動物の具体的情報のＨＰへの掲載 
・H22.12 月より譲渡用犬猫の写真，H23.1 月より迷い犬猫の写
真を HPに掲載している。 

＜継続＞ 

 □団体等の活動周知協力 
 ・団体等の意向を確認し，可能な活動周知協力の範囲に

ついて検討 
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動物愛護管理に係る調査結果（概要）について 

（１）海外調査結果 

調査目的：動物愛護管理に係る海外調査を行い，今後の県の業務のあり方を検討するための材料とする。 

調査対象：調査対象国（米国，英国，ドイツ）の行政機関，民間の動物愛護団体等 

調査方法：インターネット，文献，電話等による調査の他，調査対象国の保護施設（11か所）等の現地調査を実施した。 

調査期間：平成 29年 6月 7日（水）～8月 10日（木） 

概
要 

犬猫の飼育状況 

・犬は散歩，外出時以外は基本的に室内飼いが多い。猫は居住環境により異なるが屋内と外と両方を自由

に行き来させている飼主が多い。 

・飼えなくなった犬猫の処遇は次のとおり。行政による引取も愛護団体による引取も有料である。動物病

院での安楽死は病気，危険犬種等特別な場合のみである。 

 ①行政による引取（ドイツにはない）②動物愛護団体による引取③動物病院での安楽死 

野良犬・野良猫の実

態と対応状況 

・米国・英国には野良犬・野良猫がおり，特に野良猫は多い。ドイツには野良犬はいないとされているが，

野良猫は 200万頭いると推定される。 

・野良犬・野良猫は行政による捕獲の他，民間レスキュー団体等によっても捕獲される。 

・ドイツ連邦狩猟法では，狩猟区域内で居住用建物から一定以上離れた場所にいる犬猫は狩猟対象となり，

野良犬・野良猫は合法に殺傷や捕獲を行うことができる。 

行政と民間の役割分

担 

・全米人道協会（HSUS）※1，王立動物虐待防止協会（RSPCA）※2，ドイツ動物保護連盟※3をはじめ，米

国・英国・ドイツには規模の大きな民間団体が多数あり，民間団体が動物愛護に関する活動の主体となっ

ている。 

・行政は，基本的にルール作り等，法規制の整備を行っている。地域の保護施設（シェルター）の監督，

ブリーダーの認証・登録等は行政が実施している。 

・民間団体は，動物の保護，レスキュー，保護施設の運営，譲渡，動物愛護教育，啓発等を実施している。 

保護施設（シェルタ

ー）の運営状況 

・米国の犬猫殺処分数は，HSUSによれば直近（2012～2013年）の推計で 270万頭（殺処分率約 4割），英

国の犬猫殺処分数（2012～2013年）は，最大で 4万 2千頭（殺処分率 1割程度）と推定される。 

・ドイツのティアハイムでは基本的に殺処分は行わないが，狩猟法に基づく駆除頭数が年間，猫 40万頭，

犬 6万 5千頭に達すると推定する動物保護団体もある。 

・シェルター運営の収入は，寄付，遺贈でほとんどを占めている。 

・シェルターから新たな飼主に譲渡する犬猫には，基本的にワクチン接種，マイクロチップ装着，不妊去

勢手術が実施されている。 

・シェルター収容中の犬猫の繁殖制限は，基本的に不妊去勢手術により行われている。 

動物愛護教育の実施

状況 

・動物愛護教育は，行政によって規定された制度を指針として，民間中心で実施されており，基本的に行

政の関与はない。 

・民間団体により，インターネットでの教材の公表，動画（飼育方法，レスキューの仕方等）の配信が行

われている。また，民間団体の職員と，ボランティアスタッフが学校を訪問し，動物愛護教育についての

講義を行っている。 

・ドイツ動物保護連盟では，ティアハイムの状況や犬猫を飼う時にはティアハイムから引き取ることを推

奨するキャンペーンを実施したり，テレビ(ドラマ），ポスター，シール，パンフレット等を通じた啓発を

実施している。 

野
良
犬
野
良
猫
対
策 

登録制度・マイクロ

チップ装着の状況 

・米国では,犬の登録を義務付けている自治体が多いが，猫は一部に留まる。 

・英国では，2016年 4月に新たに犬のマイクロチップ装着を義務付けたことで事実上登録が義務付けられ

たこととなっている（導入 40％程度）。一方で猫のマイクロチップ装着義務，登録制度はない。 

・ドイツでは，犬税を導入している自治体が多く，犬については，これが実質的な「登録制度」となって

いる。また，飼犬猫の迷子防止として民間団体であるドイツ動物保護連盟と TASSOによる登録制度があり，

登録するにはマイクロチップを装着する必要がある。 

不妊去勢手術の実施

状況 

・行政による手術費用の助成制度は少ないが，不妊去勢手術を実施している場合は登録料が減額される他，

民間団体は所得に応じて低価格または無料で不妊去勢手術を実施している。・米ロサンゼルス市では，野

良犬や野良猫の数が増加していることを踏まえ，2008年に新しい制度が導入され，4カ月以上の全ての飼

犬猫に不妊去勢手術の実施が義務付けられた（無料手術のクーポン券が配布される）。 

野良犬猫へのＴＮＲ

の実施状況 

・米国では，TNR対策をとり野良猫の殺処分を抑制する取組が一般的である。しかし，一部の行政では，

野生動物の保護や疾病予防の観点から TNRに懐疑的なところもある。 

・英国では，野良猫の TNRが他国に先駆け取り入れられ，動物保護団体を中心に野良猫の不妊去勢手術を

推進している。しかし，RSPCAは，TNRにより野良猫の数がコントロールできるケースは，島のようにある

程度の閉鎖性があり，コミュニティの住人が合意した上で，不妊去勢手術や餌やりもコントロールできた

場合のみであると考えている。 

・ドイツ動物保護連盟では，野良猫の TNRの実証実験等を実施し，効果があることを証明し，TNRを奨励

している。 

野良犬猫へのエサや

り防止 

・米国では，一部の自治体で餌やりを禁止している。 

・ドイツでは，一定期間餌やりすれば飼主とみなし，去勢の実施，マイクロチップの装着を義務づけてい

る自治体があり，当該自治体ではこの条例が実質，えさやり防止策となっている。また，ドイツでは，狩

猟区域での餌やりを狩猟法で禁止している。 
※1 全米人道協会（HSUS）：米国最大の動物保護団体。動物保護のチームを有し，市民からの通報を受けて虐待された動物を，州の警察と同様の

法執行の権限を与えられ保護している。2012年の収入は約 216億円。 
※2 王立動物虐待防止協会(RSPCA)：動物福祉を推進するために設立された英国の非営利団体。世界最大かつ最古の権威ある動物福祉団体である協

会の影響力は大きく英国政府に対しても多大なる発言権を有し，国内のみならず他国の類似する運動のきっかけとなっている。2016 年の収入は
約 271億円。 

※3 ドイツ動物保護連盟：1881 年にボンに設立された民間組織。全国の 16 州に動物保護協会と 550 以上のティアハイムと呼ばれるシェルターも
含め，740 以上の動物保護協会を束ね，計 80 万人以上の会員を擁する欧州一大きな動物・自然保護団体。2015年の収入は約 17億円。
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（２）動物愛護管理に係るアンケート調査結果 

 

調査目的 

県内のペットショップ等，団体譲渡登録施設を対象にマイクロチ

ップ装着，動物愛護の啓発等，譲渡対象犬猫の受入に対する考え

方や取組について把握し，今後の県の動物愛護施策の基礎資料と

する。 

調査対象 

第一種動物取扱業販売業者（ペットショップ，ブリーダー等）466

者，第二種動物取扱業者譲渡業者，及び団体譲渡登録施設（動物

愛護ボランティア，動物愛護団体）74者，合計 540者 

調査方法 郵送による調査票の配布・回収 

回収率 ペットショップ等調査：40.6％， 

団体譲渡登録施設調査：48.6％ 

調査期間 平成 29年 6月 24日（土）～7月 7日（金） 

 

○ ペットショップ等調査の結果 

・ ペットショップ等におけるマイクロチップ装着の意識は低く（必要 34.8％），犬猫へ

の装着率も低かった（16.8％）。 

・ 装着が必要ないと考える理由として，マイクロチップを体に入れることへの健康的な

不安があるとの回答が多かった（56.5％）ことから，誤解が生じないように安全面の

啓発も実施していく必要がある。 

・ ペットショップ等の犬猫のマイクロチップ装着率を上げるためには，義務化（30.4％）

や経済的支援（41.1％），マイクロチップリーダーの普及（31.0％）策等を検討する必

要がある。 

・ ペットショップ等における終生飼養（87.6％），繁殖制限（46.6％），屋内飼養（38.2

％）の新たな飼主への説明の実施率はある程度高かった。 

・ 終生飼養，繁殖制限，屋内飼養の啓発に関して，飼主に対する必要性の説明（67.4％），

動物愛護センターが行う飼い方教室の案内（35.4％），啓発チラシ配布（41.1％）等へ

の協力についてはある程度賛同を得られた。 

・ ペットショップ等への譲渡用犬猫の受入については，条件付ではあるが一定程度の賛

同を得られた（13.1％）。 

 

○ 団体譲渡登録施設調査の結果 

・ 団体譲渡登録施設におけるマイクロチップ装着の意識は高かった（必要 82.9％）が，

犬猫への装着率は高くなかった（34.3％）。 

・ 団体譲渡登録施設の犬猫のマイクロチップ装着率を上げるためには，義務化（61.8％）

や経済的支援（82.4％），マイクロチップリーダーの普及（67.6％）策等を検討する必

要がある。 

・ 団体譲渡登録施設における終生飼養（78.8％），繁殖制限（72.7％），屋内飼養（81.8

％）の新たな飼主への説明の実施率は高かった 

・ 終生飼養，繁殖制限，屋内飼養の啓発に関して，飼主に対する必要性の説明（90.6％），

動物愛護センターが行う飼い方教室の案内（68.8％），啓発チラシ配布（81.3％）等へ

の協力については賛同を得られた。 
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どうぶつ愛護のつどいについて 
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行事内容 

絵画コンクール表彰式 

 

 動物愛護と生命の尊重等の情操教育を推進することを目的に，

「どうぶつとわたし」を題材にした絵画コンクールの入選者を表

彰する。 

市長賞，市議会議長賞，教育委員会教育長賞，日本獣医師会長賞，

広島県獣医師会長賞 3１名，広島県獣医師会支部長賞 

絵画展 

 

 絵画コンクールの

入選作品を展示す

る。 

開催地独自行事 

 

 平成 2８年度竹

原市独自事業は神

楽。 

パネル展及び災害グッ

ズの展示 

 

「犬に咬まれない

ようにするには」な

どのパネルや災害

グッズを展示し，動

物愛護の普及・啓発

を行う（動物愛護セ

ンター，公益社団法

人日本愛玩動物協

会など）。 

動物ふれあい広場 

（心音聴診含） 

 

命の温もりを感じ

てもらうため，動物

愛護センターの犬と

ふれあってもらうと

ともに，ふれあい後

の手洗い指導により

動物由来感染症の防

止を指導する。 

犬のしつけ方教室 

 
 

犬を飼う際のし

つけの大切さを知

ってもらうため，動

物愛護センターの

職員が犬の基本的

なしつけについて

実演を交えて説明

する。 

犬のしつけ相談 

 

 動物愛護センター

の職員が犬のしつけ

方などについて飼い

主等からの相談に応

じる。 

動物ものしりクイズラリ

ー 

 

 動物についてのク

イズをスタンプラリ

ー形式で行い，動物

の特徴や習性を理解

してもらう。 

動物なんでも相談 

 

広島県獣医師会

支部の開業獣医師

が動物の病気など

について飼い主等

からの相談に応じ

る。 

また，マイクロチ

ップを無料で装着す

る。 
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警察犬・家庭犬模範演

技 

 

 愛犬・警察犬訓練

所の訓練士による警

察犬の模範演技や家

庭犬の障害物競走を

通じ，犬が訓練可能

な動物であることを

周知する。（手話通

訳あり） 

 

犬のお手入れ教室 

 

犬の健康管理の

ため，現役トリマー

が犬の基本的な手

入れについて，実演

を交えて説明する。 

 

 

牛乳試飲コーナー 

 

牛乳の試飲を実

施する。 

 我が家の犬何でも

自慢 

 

 適正飼養してい

る犬のここが自慢

といえるポイント

を飼い主に披露し

てもらい，参加者・

見学者全員が犬と

の生活は楽しいと

感じてもらう。 

動物バルーンアート 

 

 動物のバルーン

アート作成に携わ

ってもらい，年少者

でも動物に関心が

もてるよう説明す

る。 
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動物愛護教室について 

 

○「命」を考える動物愛護教室 

目的：動物愛護と適正な飼養について正しい理解と関心を持ってもらい，命の尊さやすべての命

に対する慈しみの心を育むことを目的としています。 

内容：講話（人と犬・猫との関わり，犬・猫の収容と処分の実態，人と犬の心音聴取，犬の適正

飼養，人と動物の共通感染症について），犬のしつけデモンストレーション，犬とのふれ

あい体験 

対象：広島県内（広島市，呉市，福山市を除く）の小学校（中学年以上），中学校，高等学校等 

＜大学での実施の様子＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中学校での実施の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学校（高学年）での実施の様子＞ 
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○動物愛護教室 

目的：動物との「ふれあいの場」を設け，子供達が動物とのふれあいを通じ命の尊さや慈しみの

心を育み，また，動物を正しく理解し，接し方を学ぶ 

内容：講話（犬に咬まれないために，人と動物の心音ききくらべ，動物とのふれあい方），動物

映画の上映，動物とのふれあい，手洗い 

対象：広島県内（広島市，呉市，福山市を除く）の保育所，幼稚園，小学校（低学年）等 

＜実施の様子＞  
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譲渡講習会について 
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野良犬の捕獲について 

１ 動物愛護センターによる捕獲
方法：針金，吹矢等
課題：場所や犬に制限有
※すぐ裏に山がある，交通量が多い
人を見たらすぐ逃げる など

２ 生息地域への保護機の設置
方法：保護機，大型サークル
課題：地域の協力が不可欠

野良犬の捕獲

1

 

2

保護機

大型サークル

吹き矢
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地域猫活動の推進について 
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野良犬・野良猫対策事業補助金交付制度について 

 

○ 県は，地域住民とともに地域に生息する野良犬・野良猫を減らすための対策に取り組む市町に対

し，年度毎に，予算（平成 29年度 4,000千円）の範囲内において補助金を交付する。 

○ 補助金交付の対象となる事業，経費，補助率及び補助限度額は，次表のとおり。 

 

【平成 29年度】 

補助対象事業 対象経費 補助率 補助限度額 

野良犬・野良猫対策に関

する普及啓発事業 

野良犬・野良猫対策に関する広報・

啓発，地域住民及び飼い主を対象と

した適正飼養講習会開催等に要する

経費 

10/10 

 

総額で１市

町 あ た り

200 千円以

内とする。 
 

野良犬対策協議会事業 

地域に生息する野良犬を減らすため

に設立した協議会において，保護道

具（保護機・大型サークル等）の購

入，保護に使用する餌の購入，保護

した犬の譲渡等に要する経費 

10/10 

野良猫対策協議会事業 

地域に生息する野良猫を減らすため

に設立した協議会において，地区内

の地域猫活動対象猫の不妊去勢手

術，地域猫の管理等に要する経費 

10/10 

猫の忌避対策道具の貸

出し事業 

住民に貸し出すための猫の忌避対策

道具の購入に要する経費 
10/10 

その他知事が適切と認

めた事業 
知事が適切と認める経費 10/10 

 

 補助対象：市町（広島市，呉市及び福山市を除く。） 

 補助期間：単年度 

 申請期限：9月 30日 
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犬・猫の引取りについて 

＜広島県動物愛護センターＨＰ掲載内容＞ 

引取りの事前相談について 

 犬・猫の引取りを希望される方は，飼い犬・飼い猫の場合も所有者不明の犬猫（野良犬・野良猫
や迷い犬・猫）の場合も，引取り理由などを確認させていただきますので，必ず，事前に相談をし
てください。事前の相談なしで犬・猫を持参された場合は，引取りができない場合があります。 
 飼い犬・飼い猫の場合 
 飼い主さんには，引取り理由を詳細に聞かせていただきます。終生飼養の原則に反する理由の場
合は，引取りはできません。引取ることができるのは，真にやむを得ない事情である場合に限りま
す。 
 所有者不明の犬・猫（野良犬・野良猫や迷い犬・猫）の場合 
 所有者不明の犬・猫を保護された方には，保護した経緯や事情を聞かせていただきます。野良犬
の棲家や無責任にエサを与える者等の情報を収集し，野良犬・野良猫対策に役立てていきます。 
※動物の遺棄は犯罪です！犬や猫に限らず動物は絶対に捨てないでください。捨てられた動物は，
事故にあうなど苦しみながら悲惨な末期を迎えます。小さくても生命があります。 

 
■ 終生飼養の原則に反する理由 
（１）犬猫等販売業者から引取りを求められた場合  
（２）繰り返し引取りを求められた場合 
（３）子犬や子猫の引取りを求める場合であって，自治体からの繁殖制限措置を講じる旨の指導に
応じない場合 
（４）犬猫の高齢化・病気等を理由に引取りを求められた場合 
（５）当該犬猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求める場合 
（６）引取りを求めるに当たって，あらかじめ新たな飼い主を探す取組をしていない場合 
（７）その他条例，規則等で定める場合  
  

犬・猫の引取りの流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ 飼い犬・飼い猫の引取りには次のとおり手数料が必要です。 
【動物愛護センターに持参される場合】  
 ・成犬・成猫（生後９１日以上） １頭につき２，０００円  
 ・子犬・子猫（生後９１日未満） １頭につき４００円 
【自宅などへ直接引取りに出向く場合】 
 ・上記に加え，別途料金１頭につき３,６１０円が必要です。  
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